
2011 年第2四半期の国民所得及び経済見通し

Ⅰ 概要
行政院主計処は、8月 18 日、国民所得統計評価
審査委員会を開催し、2011 年第2四半期の国民所
得統計速報値及び 2012 年第4四半期までの経済
予測、2010 年家庭収支調査統計等の審議を行い、
結果を発表した。概要は、以下のとおり。
⑴ 2011 年第1四半期の経済成長率（yoy）速
報値を＋ 6.55％から＋ 7.13％に修正した。
また、第2四半期は、前回概算値（＋ 4.88％）
より 0.14 ポイント上方修正し、＋ 5.02％と
なった。さらに、第3四半期及び第4四半期
の経済成長率（yoy）はそれぞれ＋ 3.48％、
＋ 4.71％、2011 年通年では＋ 4.81％となる
見通し。一人当たりの GDP は2万 629 米ド
ル、一人当たりのGNPは2万 1,280 米ドル、
CPI は＋ 1.59％となる見通し。
⑵ 2012 年通年の経済成長率は＋ 4.58％、一
人当たりの GDP は2万 1,459 米ドル、一人
当たりの GNP は2万 2.176 米ドル、CPI は
＋ 1.21％となる見通し。
⑶ 2010 年の一世帯当たり平均可処分所得は
88.9 万元で、前年比＋ 0.2％となった。また、
世帯数の増加や世帯当たりの構成人数の減少
といった要素を控除した一人当たり平均可処
分所得は 27.4 万元、前年比＋ 3.0％となっ

た。可処分所得金額により全世帯を5等分
し、上位 20％の世帯と下位 20％の世帯を比
較した場合の所得格差は 6.19 倍となり、前
年比▲ 0.15 倍となった。一人当たり可処分
所得の上位 20％と下位 20％の格差は 4.25 倍
となり、前年比▲ 0.1 倍となった。

Ⅱ 国民所得統計及び予測
1．国際経済情勢
⑴ 欧米諸国は、金融危機の際に景気刺激のた
め大規模な拡張政策を実施したが、その後、
いくつかの国においては、財政に対する不安
が次第に高まっており、国債格付問題が拡大
し続けている。金融及び経済危機に次いで、
財政危機が迫ってきており、政府は財政支出
の縮減を強いられ、企業及び消費者の自信は
打撃を受け、金融市場は大きく動揺し、その
衝撃は実態経済に及んでいる。財政・金融政
策による景気刺激依存の状況から徐々に脱却
しはじめていた自律的な経済成長は、試練に
直面している。新興経済国の持続的な高成長
は世界経済の成長を支えとなっており、未だ
回復軌道から離脱はしていないものの、景気
過熱を防止するために緊縮的な金融政策がと
られており、今後、世界経済の成長は抑制さ
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れることとなるだろう。
⑵ Global Insight の8月の資料によれば、
2011 年の世界経済の成長率は＋ 3.1％となっ
ており、5月の予測値（＋ 3.5％）より 0.4 ポ
イント下方修正（下半期では 0.6 ポイント下
方修正）されている。このうち、先進経済国
は5月の予測値＋ 2.1％から＋ 1.6％に下方
修正、新興経済国は＋ 6.3％を維持、中東及
び北アフリカ地域は＋ 3.9％から＋ 3.4％に
下方修正されている。また、2012 年は、日本
の震災後の復興に伴い、世界経済成長率は＋
3.6％となる。
地域別では、主要経済国については、米国
の就業状況は改善に及んでおらず、民間消費
は制約され、国債の格付問題が持ち上がって
おり、持続的な経済成長は試練に直面してい
る。2011 年の経済成長率は＋ 1.6％（5月時
点の予測より 1.1 ポイントと大幅に下方修
正）、2012 年は＋ 1.9％となる見通し。
中国大陸については、インフレや資産価格
の上昇圧力を受け、緊縮的な貨幣政策が続い
ているため、生産や投資は依然強いものの、
今年の経済成長率は＋ 9.2％（前回より 0.1
ポイント下方修正）、2012 年は＋ 8.3％とな
る見通し。
日本については、震災で大きな影響を受け
たものの、徐々にその成長力を取り戻しつつ
あり、工場の生産能力は続々と回復している。
震災後の再建に伴う生産・消費活動もあり、
今年の経済成長率は▲ 0.2％（前回より 0.2
ポイント下方修正）、2012 年は＋ 3.9％と大
きく成長する見通し。
このほか、香港の今年の経済成長率は＋
5.3％（0.3 ポイント上方修正）、シンガポー
ルは＋ 4.7％（0.9 ポイント下方修正）、韓国
は＋ 3.8％（0.3 ポイント下方修正）となって
いる。2012 年は、香港、シンガポール及び韓
国がそれぞれ＋ 5.1％、＋ 5.1％、＋ 4.6％と
なる見込み。また、EU は国債格付問題の影
響を受け、今年は＋ 1.9％（.1 ポイント下方
修正）、2012 年は成長が鈍化し＋ 1.5％とな
る見通し。

2．2011 年第2四半期の経済成長率（yoy）（速報
値）は＋ 5.02％、第1四半期は＋ 6.16％に下方
修正。2011 年上半期の経済成長率は＋ 5.58％。
⑴ 2011 年第2四半期の経済成長率（yoy）（速
報値）は＋ 5.02％と、7月の予測より 0.14
ポイント、5月の予測値より 0.38 ポイント
上方修正となった。季節調整後の対前期比
（saqr）は＋ 0.23％、年率換算値（saar）は＋
0.91％となった。

① 外需面
・輸出は、電子、情報通信、機械及び基本金
属等の旺盛な需要の恩恵を受け、第2四半
期の輸出額（米ドルベース）が前年同期比
＋ 14.62％の大幅増（台湾元高米ドル安の
影響を大きく受け、台湾元ベースでは僅か
＋ 4.20％）となった。また、物価要因控除
後の商品・サービス輸出全体の実質成長率
は＋ 4.39％となった。

・輸入は、輸出及び内需に伴う輸入需要の増
加や国際原材料価格の上昇といった要因か
ら、第2四半期の商品輸入額（米ドルベー
ス）が＋ 19.02％（台湾元ベースは＋
8.17％）となった。物価要因控除後の商
品・サービス輸入全体の成長率は＋ 0.90％
となった。

・輸出と輸入を相殺した外需全体の経済成長
率に対する寄与度は 2.82 ポイントとなっ
た。

② 内需面
・民間消費は、就業状況の改善（第2四半期
の就業人数は前年同期比 21.9 万人増）や、
金融資産価値の増加（第2四半期末の上場
店頭登録銘柄時価総額は前年同期末比 4.3
兆元増）に伴い、安定的に成長している。
第2四半期の小売業営業額は＋ 5.65％、飲
食レストラン業営業額は＋ 7.59％、出国者
数は＋ 5.77％、主要観光地の観光客数は＋
22.36％となった。自家用乗用車の新規登
録台数は▲ 2.96％となっており、うち中国
産車は▲ 7.98％となっているものの、輸入
車は＋ 10.48％となっている。特に、高級
輸入車のシェアが大幅に上昇しており、自
動車に対する消費支出額全体は成長を続け
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ている。5月下旬に発生した可塑剤事件
は、一部飲料及び健康険食品等への消費意
欲を抑制しており（第2四半期民間消費へ
の影響額は 80 億元減、民間消費成長率に
対する寄与度は 0.43 ポイント減と試算）、
第2四半期の民間消費実質成長率は＋
3.12％となった。
・民間投資は、ハイテクメーカーが積極的に
設備拡充や製造過程の効率化を進めてお
り、第2四半期の資本設備輸入が＋ 1.35％
（米ドルベースでは＋ 11.55％）となった。
また、製造業における投資財は＋ 9.88％と
なっており、機械設備投資は＋ 4.23％、建
築工事は＋ 8.47％、運輸部品投資は＋
11.55％、民間固定投資全体では＋ 5.66％
となった。在庫投資は、東日本大震災の影
響でサプライチェーンが中断することを懸
念した一部の川下業者が重複発注（over-
booking）したことにより、供給サイドの
過剰生産となったため、2011 年第2四半期
の在庫水準は予想を超え、前年同期比 379
億台湾元の増加となり、5月の予測（▲ 21
億元）よりも 400 億元上方修正となった。

・公共支出は、政府消費が＋ 0.40％、政府投
資が▲ 6.09％となったほか、公営企業投資
は台湾電力の第七配配電計画の一部工事の
中断の影響を受け、▲ 17.80％となった。
・上記内需項目を合計した内需全体の経済成
長率に対する寄与度は＋ 2.20 ポイントと
なった。

③ 生産面
・第2四半期の農業生産の成長率は＋
2.80％、工業生産の成長率は＋ 6.89％と
なった。工業生産のうち、製造業は、国内
電子部品、機械設備、関連製品の生産が大
幅に増加したことに伴い、生産指数が＋
6.13％となった。これに、三角貿易の純収
入を加えた製造業の実質成長率は＋
7.48％、経済成長率に対する寄与度は＋
2.30 ポイントとなった。
・サービス業は、対外貿易の活況や民間の購
買意欲の高まりから、卸売業が＋ 4.37％、
小売業が＋ 5.65％となり、卸・小売業全体

での実質成長率は＋ 2.47％、経済成長率に
対する寄与度は＋ 0.43 ポイントとなった。
金融保険業は、金融機関の純利息収入が＋
10.92％、証券業の営業収入が＋ 2.37％と
なったことから、実質成長率が＋ 5.85％、
経済成長率に対する寄与度は＋ 0.40 ポイ
ントとなった。

⑵ 2011 年第1四半期の経済成長率は、各種主
要経済指標に基づき、5月の予測値（＋
6.55％）から 0.39 ポイント下方修正され、＋
6.16％となった。これに第2四半期成長率
（＋ 5.02％）を加えた 2011 年上半期の経済成
長率は＋ 5.58％となった。

3．2011 年下半期及び 2012 年の展望
⑴ 対外貿易
・先進国の経済成長は減速しているものの、
新興国の需要は引き続き安定的に成長して
おり、スマートフォン、タブレット型パソ
コン、クラウド・コンピューティングなど
のハイテク産業は日進月歩で新技術の開
発、新商品の発売を行なっており、輸出の
原動力にプラスとなる。また、ECFAアー
リーハーベスト項目の正式発効、中国大陸
における労働コストの上昇、産業のオート
メーション化の加速に伴って、台湾の電子、
情報通信及び機械製品に対する需要が増加
しており、輸出の成長に大きく寄与してい
る。

・台湾プラスチック第六ナフサ工場の稼動停
止（範囲及び期間が未定）を考慮せずに推
計すると、2011 年下半期の輸出（通関ベー
ス、米ドルベース）は 1,623 億米ドル、通
年では過去最高の 3,164 億米ドルとなり、
前年比では＋ 15.24％となる見通し。ま
た、2012 年は 3,434 億米ドル、前年比＋
8.52％となる見通し。一方、輸入は、輸出
及び投資の増加に伴う需要増大に加え、原
材料価格の上昇から、2011 年下半期は
1,466 億米ドル、通年では 2,906 億米ドル、
前年比＋ 15.68％ となる。2012 年 は、
3,147 億米ドル、前年比＋ 8.27％となる見
通し。物価要因控除後の商品及びサービス
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貿易では、2011 年の輸出及び輸入はそれぞ
れ＋ 6.18％、＋ 1.24％、2012 年はそれぞ
れ＋ 6.64％、＋ 4.09％となる見通し。

⑵ 民間消費
・景気の持続的な回復に伴い、就業と賃金は
改善しており、2011 年第2四半期の失業率
は 4.30％と、金融危機発生前の水準（2008
年第3四半期 4.16％）に近づいてきてい
る。1～5月の工業・サービス業の平均賃
金は前年同期比＋ 3.77％となっており、政
府部門及び多くの企業は続々と賃上げを発
表している。また、電子製品の新商品発売
により、民間の消費意欲が刺激され、引き
続き活発な民間消費が見込まれる。こうし
たことから、2011 年通年の民間消費は8兆
台湾元を突破し、前年比＋ 3.55％、うち食
品分野は＋ 1.70％、非食品分野は＋
3.80％、2012 年は＋ 3.18％となる見通し。

⑶ 固定投資
・民間投資については、上半期は、外需への
柔軟な対応を可能とするために業者が高額
投資を続け、高水準の生産能力を維持して
きたものの、下半期は、太陽エネルギー産
業が資本支出を大幅に増加させる一方、国
際経済の不確実性は高まるなか、国内投資
に占める比重の高い半導体及び光学製品等
の産業は足元の稼動率低下に伴い生産拡大
テンポを減速させるものと見込まれる。ま
た、昨年の投資水準がやや高かったことも
あり、2011 年下半期の民間投資は▲
8.43％、通年では▲ 0.52％となる見通し。
2012 年は、外需の安定的な成長や、ハイテ
ク産業の生産効率向上のための設備計画の
継続に伴い、成長率が＋ 3.43％のプラスに
転じ、その規模は 2007 年のピーク時（2.2
兆元）を超え、2.3 兆元に達する見通し。

・公共部門については、政府が各種公共建設
計画を引き続き推進しているものの、昨年
の水準が高かったこともあり、2011 年の政
府固定投資は 4,959 億元と、2010 年（4,944
億元）と同程度の規模となり、物価上昇要
因控除後の実質経済成長率は▲ 1.72％と
なる見込み。2012 年は、政府が経済振興の
ための公共建設拡大計画及びダム治水等の
特別予算を終了させるため、▲ 11.55％と
減少が続く見通し。また、公営事業の固定
投資については、2011 年は、台湾電力及び
中国石油の資本支出予算が縮減されたこと
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商品貿易の年増率
（通関ベース）（％） 貿易黒字

（億米㌦）
商品・サービス貿易の実質
成長率（％）（台湾元ベース）

商品・サービ
ス貿易収支
（億米ドル）輸出 輸入 輸出 輸入

2006年 12.89 11.00 213 11.41 4.57 230
2007年 10.12 8.17 274 9.55 2.98 313
2008年 3.63 9.67 152 0.87 ▲3.71 197
2009年 ▲20.32 ▲27.48 293 ▲8.71 ▲12.83 326
2010年 34.82 44.08 234 25.65 28.20 307
2011年(f) 15.24 15.68 258 6.18 1.24 340
上半年(p) 16.87 20.34 101 7.60 4.02 138
下半年(f) 13.72 11.44 157 4.89 ▲1.36 202
2012年(f) 8.52 8.27 287 6.64 4.09 386

民間消費の実質成長率（％）
食品分野 非食品分野

2006年 1.49 3.20 1.26
2007年 2.08 0.67 2.28
2008年 ▲0.93 ▲0.97 ▲0.93
2009年 1.08 1.62 1.01
2010年 3.65 1.93 3.89
2011年(f) 3.55 1.70 3.80
上半年(p) 3.75 1.69 4.04
下半年(f) 3.35 1.71 3.57
2012年(f) 3.18 1.55 3.39



により▲ 12.75％となるものの、2012 年は
＋ 5.57％となる見通し。

⑷ 物価
・国際原油価格は高水準を維持しているが、
世界経済の成長減速の影響から、上昇の勢
いは限られたものとなっている。2011 年
は、OPEC原油価格を1バレル＝ 107 米ド
ル（7月の予測値 107.5 米ドルより 0.5 米
ドル低く、5月の予測値 106.5 米ドルより
0.5 米ドル高い）と予測しており、一部国
際農工原料価格もやや回復することから、
2011 年の卸売物価（WPI）は＋ 3.76％とな
る見通し。2012 年は前年の水準がやや高
いこともあり＋ 1.36％となる見通し。
・消費者物価（CPI）については、国内食品及
びエネルギー等関連商品に対する国際原材
料価格の上昇圧力は弱まっており、また、
台風の季節に入ってからも天候が安定して
いるほか、政府による各種物価安定措置や
CPI の2割を占める家賃も安定しており、

物価の上昇を和らいでいる。こうしたこと
から 2011 年の消費者物価は7月の＋
1.89％から＋ 1.59％に下方修正、2012 年
は＋ 1.21％となる見通し。

⑸ 以上を総合すると、
2011 年通年の経済成長率の見通しは＋
4.81％となり（台湾プラスチック第六ナフサ
工場の稼動停止の要因は考慮せず）、7月時
点（＋ 5.01％）から 0.20 ポイント、5月時点
（＋ 5.06％）から 0.25 ポイントの下方修正と
なる。このうち、上半期の経済成長率は＋
5.58％となり、5月時点（＋ 5.57％）とほぼ
同程度。また、下半期は、世界経済の不確実
性が高まっているため、経済成長率は＋
4.11％となる見通し。2011 年通年の一人当
たりGDP及び GNPは、いずれも2万米ドル
の大台を突破し、それぞれ2万 629 米ドル、
2万 1,280 米ドル、CPI は＋ 1.59％となる見
通し。2012 年の経済成長率は＋ 4.58％、一
人当たり GDP 及び GNP は、それぞれ2万
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固定投資名目金額（億元） 固定投資実質成長率（％）
民間 政府 公営事業 民間 政府 公営事業

2006年 27,307 21,516 3,849 1,942 0.07 3.31 ▲11.21 ▲8.61
2007年 28,414 22,427 3,961 2,025 0.55 1.36 ▲4.46 1.57
2008年 26,659 20,101 4,460 2,098 ▲12.36 ▲15.58 1.18 ▲1.98
2009年 23,557 16,406 4,920 2,232 ▲11.01 ▲17.91 16.01 2.71
2010年 29,533 22,130 4,944 2,459 23.44 32.51 ▲1.71 9.10
2011年(f) 29,333 22,223 4,959 2,151 ▲1.72 ▲0.52 ▲1.72 ▲12.75
上半年(p) 14,169 11,251 2,069 849 4.88 8.49 ▲3.61 ▲15.65
下半年(f) 15,164 10,972 2,890 1,302 ▲7.26 ▲8.43 ▲0.31 ▲10.71
2012年(f) 29,970 23,221 4,469 2,280 1.18 3.43 ▲11.55 5.57



1,459 米ドル、2万 2,176 米ドル、CPI は＋
1.21％となる見通し。

Ⅲ．2010 年家庭収支調査
1．世帯当たり可処分所得は平均 88.9 万元、中
位数 77.1 万元
⑴ 2010 年は、国内景気が回復し、就業市場も
改善していることから、全体の世帯所得総額
は8兆 8,113 億元で、前年比＋ 1.6％となっ
た。世帯当たりの平均可処分所得は 88.9 万
元で、前年比＋ 0.2％の微増となった。2010
年の世帯数は前年の 768.8 万世帯から 784.1
万世帯に増加し、世帯人員の平均は前年の
3.34 人から 3.25 人に減少した。このため、
一人当たりの平均可処分所得は 27.4 万元、
前年比＋ 3.0％となった。
⑵ 中位数でみると、世帯当たりの可処分所得
は 77.1 万元、前年比＋ 0.2％となった。ま
た、一人当たりの可処分所得は 23.2 万元、＋
3.1％となった。

2．可処分所得の格差は世帯単位では 6.19 倍、
世帯員単位では 4.25 倍
⑴ 各世帯を可処分所得により5等分した場合
の上位 20％の世帯の平均可処分所得は 178.7
万元、（前年比▲ 0.2％）、下位 20％の平均可
処分所得は 28.9 万元（前年比＋ 2.2％）と
なった。その格差は 6.19 倍となり、前年の
6.34 倍に比べ 0.15 倍分減少した。ジニ係数
は 0.342 となり、前年の 0.345 を下回った。

⑵ 2010 年の国内経済成長率は前年の▲
1.93％から＋ 10.88％へと大幅に成長し、就
業及び賃金の増加をもたらした。特に低所得
層が大きな恩恵を受け、その雇用報酬の増加
率（＋ 5.8％増）は高所得層（＋ 0.5％）を大
きく上回っており、2010 年の所得分配状況は
前年より改善している。

⑶ 社会経済環境の変化から、少人数世帯が一
般的となっている。世帯単位で計算した平均
可処分所得は世帯員数の変動に左右されるた
め、可処分所得の格差を世帯員単位で計算し
直すと、2010 年は 4.25 倍（前年の 4.35 倍よ
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り 0.1 倍分縮小）となり、世帯単位で計算し
た数値を下回り、比較的穏当なものとなって
いる。
⑷ 各国との比較については、各国の事情の違
いから調査内容が異なっており、所得内容、
調査対象・範囲も大きく異なる。このため国
際間での所得格差の比較はあまり意味がな
い。しかし、変化の傾向を観察してみると、
専門分野に応じた世界的な分業、知識経済の
発展、人口高齢化、世帯構成の変化といった
ものに伴い、世帯単位の所得格差は、各国と
も長期的に拡大傾向にある。

3．政府移転収支により所得格差は 1.53 倍分縮
小
⑴ 2009 年は、金融危機が景気に大きな影響を
与えたため、政府は弱者保護と消費振興のた
め、給与所得補助や消費券などの措置を講じ、
こうした政府機関の補助による所得格差の縮
小効果は過去最大の 1.75 倍分まで拡大した。
⑵ 2010 年は、景気の回復が明確となり、給与
所得の補助（2009 年 151 億元）及び消費券
（833 億元）が終了し、政府の社会福祉措置が
平時の状態に戻っていくなか、その所得再分
配効果は 1.42 倍分まで縮小している。しか
し、依然として金融危機発生前の水準（2007

年 1.40 倍分）を上回っている。このほか、世
帯から政府への移転支出によっても所得格差
は 0.11 倍分縮小している。

⑶ 世帯と政府との間の移転収支に伴う所得格
差の縮小は合計で 1.53 倍分となっており、
仮に、政府との移転収支がなかったとすると、
2010 年の所得格差は 7.72 倍となり、2009 年
より 0.5 倍分低く、2008 年の 7.73 倍よりも
僅かながら低いものとなる。

4．世帯当たり平均消費支出▲ 0.50％、貯蓄率＋
2.8％
⑴ 2010 年の全世帯消費支出総額は5兆 5,066
億元、前年比＋ 1.5％となり、世帯当たり平
均消費支出は 70.2 万元、前年より▲ 0.5％の
微減となった。一方、世帯当たりの平均貯蓄
は 18.7 万元、前年より＋ 2.8％となった。

⑵ 世帯当たりの平均消費支出の内訳を見る
と、住宅サービス、水道・電気・ガス及びそ
の他燃料（24.6％）が最も多く、次いで食品
飲料及びタバコ（16.6％）となっている。こ
のほか、国民寿命の延長に伴い衛生保健観念
が強くなっており、医療保険支出は 14.4％と
なっている。
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年別
政府移転收支前
所得格差（倍率）

政府からの移転收入
後の所得格差（倍率）

政府に対する移転支出
後の所得格差（倍率） 所得再分配効果

A B 社福効果
C=A-B D 租税効果

E=B-D F=C + E

1991 5.31 5.07 0.24 4.97 0.10 0.34
1996 6.17 5.49 0.68 5.38 0.11 0.79
2001 7.67 6.54 1.13 6.39 0.15 1.28
2002 7.47 6.29 1.18 6.16 0.13 1.31
2003 7.32 6.20 1.12 6.07 0.12 1.24
2004 7.41 6.17 1.24 6.03 0.15 1.39
2005 7.45 6.18 1.26 6.04 0.15 1.41
2006 7.45 6.16 1.29 6.01 0.15 1.45
2007 7.52 6.12 1.40 5.98 0.14 1.54
2008 7.73 6.20 1.53 6.05 0.16 1.69
2009 8.22 6.47 1.75 6.34 0.13 1.88
2010 7.72 6.30 1.42 6.19 0.11 1.53



5．生活の現代化
⑴ 設備普及率：2010 年の携帯電話及びケーブ
ルテレビの普及率は、それぞれ 90.6％、
83.0％まで上昇している。また、パソコンの
普及率は 71.3％まで上昇し、そのうち 95％
の世帯でインターネットが使用されている。
⑵ 持家比率：人口及び住宅全国調査にあわせ、
「持家」の定義を「世帯員のいずれか一人又は
直系親族が所有権を有する場合」から「経常
的に同居している世帯員が所有権を有する場
合」に改定したところ、2010 年の持家比率は
84.9％となった。

6．政府実物給付により所得格差は 0.52 倍分縮
小

⑴ 各種の社会福祉施策による所得再配分効果
を把握するため、上述の給付項目のほか、そ
の他の政府実物給付（例えば、3才以下の幼
児に対する医療補助、身体障害者に対する在
宅サービス等）について、明細資料や財務税
務資料を収集・活用し、各世帯の所得階層を
並び替え、所得再分配効果を推計した。

⑵ その結果によれば、2010 年の政府実物給付
総額は 909 億元、世帯当たり平均受益額は
1.2 万元となっている。このうち、低所得層
は 2.8 万元、高所得層は 0.5 万元となってお
り、2010 年の可処分所得格差 6.19 倍は、政
府実物給付を加味することにより 5.67 倍と
なり、0.52 倍分縮小する。これは 2009 年の
0.46 倍分を上回っている。
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重要経済指標

実質GDP
（百万台湾元）

経済成長率（GDP）(％) 一人当たりGDP 一人当たりGNP 消費者物
価上昇率
（％）

卸売物価
上昇率
（％）前年

同期比 前期比 前期比
(年率換算) 台幣元 米ドル 台幣元 米ドル

1996年 7,953,510 5.54 － － 368,729 13,428 373,836 13,614 3.07 ▲1.00

1997年 8,389,017 5.48 － － 396,355 13,810 400,497 13,955 0.90 ▲0.46

1998年 8,679,815 3.47 － － 421,519 12,598 424,659 12,692 1.68 0.60

1999年 9,198,098 5.97 － － 438,384 13,585 442,497 13,712 0.18 ▲4.55

2000年 9,731,208 5.80 － － 459,212 14,704 465,502 14,906 1.25 1.83

2001年 9,570,584 ▲1.65 － － 444,489 13,147 453,084 13,401 ▲0.01 ▲1.35

2002年 10,074,337 5.26 － － 463,498 13,404 474,294 13,716 ▲0.20 0.05

2003年 10,443,993 3.67 － － 474,069 13,773 488,645 14,197 ▲0.28 2.48

2004年 11,090,474 6.19 － － 501,849 15,012 518,280 15,503 1.61 7.03

2005年 11,612,093 4.70 － － 516,516 16,051 529,313 16,449 2.31 0.62

2006年 12,243,471 5.44 － － 536,442 16,491 550,099 16,911 0.60 5.63

2007年 12,975,985 5.98 － － 563,349 17,154 577,869 17,596 1.80 6.47

2008年 13,070,681 0.73 － － 548,757 17,399 562,439 17,833 3.53 5.15

2009年 12,818,935 ▲1.93 － － 540,643 16,353 558,565 16,895 ▲0.87 ▲8.74

第1季 2,914,680 ▲8.56 ▲1.03 ▲4.07 129,527 3,808 135,274 3,977 ▲0.01 ▲9.84

第2季 3,066,816 ▲7.23 3.21 13.47 128,880 3,886 132,821 4,005 ▲0.85 ▲12.80

第3季 3,284,954 ▲1.21 2.82 11.78 136,622 4,160 139,578 4,250 ▲1.35 ▲11.52

第4季 3,552,485 9.24 4.31 18.38 145,614 4,499 150,892 4,663 ▲1.26 0.01

2010年 14,213,925 10.88 － － 587,892 18,588 605,921 19,155 0.96 5.46

第1季 3,310,846 13.59 4.18 17.78 141,798 4,437 148,533 4,647 1.28 6.59

第2季 3,461,063 12.86 0.59 2.36 142,791 4,472 147,536 4,621 1.10 8.49

第3季 3,636,227 10.69 0.90 3.67 150,539 4,709 153,915 4,814 0.37 4.14

第4季 3,805,789 7.13 0.29 1.18 152,764 4,970 155,937 5,073 1.11 2.80

2011年(f) 14,897,423 4.81 － － 600,262 20,629 619,258 21,280 1.59 3.76

第1季(r) 3,514,821 6.16 3.46 14.57 145,916 4,945 152,742 5,176 1.28 3.90

第2季(p) 3,634,862 5.02 0.23 0.91 144,680 5,006 149,007 5,156 1.63 3.97

第3季(f) 3,762,753 3.48 ▲0.16 ▲0.62 151,164 5,218 154,648 5,338 1.42 3.51

第4季(f) 3,984,987 4.71 1.57 6.41 158,502 5,460 162,861 5,610 2.08 3.63

2012年(f) 15,580,083 4.58 － － 622,971 21,459 643,798 22,176 1.21 1.36

第1季(f) 3,655,677 4.01 2.16 8.91 150,695 5,191 157,737 5,434 1.51 2.04

第2季(f) 3,771,944 3.77 0.29 1.18 149,502 5,150 154,425 5,319 0.99 1.55

第3季(f) 3,958,363 5.20 1.12 4.56 158,082 5,445 162,029 5,581 1.53 1.50

第4季(f) 4,194,099 5.25 1.69 6.94 164,692 5,673 169,607 5,842 0.79 0.35

（注）ｒ：修正値、ｐ：速報値、ｆ：予測値



交流

― 30 ―

内
需
・
外
需
寄
与
度
（
対
前
年
同
期
比
）

（
単
位
：
％
）

GD
P

国
外
需
要

国
内
需
要

民
間
消
費

政
府
消
費

固
定
資
本
形
成

民
間
投
資

公
営
事
業
投
資

政
府
投
資

輸
出

輸
入

成
長
率

成
長
率
寄
与
度
成
長
率
寄
与
度
成
長
率
寄
与
度
成
長
率
寄
与
度
成
長
率
寄
与
度
成
長
率
寄
与
度
成
長
率
寄
与
度
寄
与
度
成
長
率
寄
与
度
成
長
率
寄
与
度

20
01

▲
1.
65
▲
5.
75
▲
6.
21

0.
98

0.
62

1.
86

0.
27
▲
17
.9
1
▲
5.
18
▲
22
.9
8
▲
4.
59
▲
0.
06

0.
00
▲
9.
22
▲
0.
59

4.
56
▲
8.
60
▲
4.
73
▲
14
.7
5
▲
9.
29

20
02

5.
26

2.
75

2.
84

3.
26

2.
12

1.
55

0.
24

1.
12

0.
27

7.
12

1.
11
▲
2.
58
▲
0.
07
▲
13
.1
8
▲
0.
77

2.
42

11
.3
7

5.
81

6.
21

3.
39

20
03

3.
67

2.
34

2.
37

2.
91

1.
85
▲
1.
23
▲
0.
18
▲
0.
11
▲
0.
02

1.
93

0.
31
▲
4.
70
▲
0.
11
▲
4.
47
▲
0.
22

1.
30

10
.2
3

5.
53

7.
68

4.
23

20
04

6.
19

7.
36

7.
34

5.
17

3.
27

0.
57

0.
08

13
.9
6

3.
12

25
.6
2

4.
01
▲
20
.6
0
▲
0.
46
▲
9.
59
▲
0.
43
▲
1.
15

15
.4
0

8.
86

17
.5
0
10
.0
1

20
05

4.
70

1.
83

1.
85

2.
90

1.
81

0.
19

0.
03

2.
66

0.
64

1.
53

0.
28

14
.7
7

0.
25

2.
82

0.
11

2.
86

7.
78

4.
86

3.
16

2.
00

20
06

5.
44

0.
97

0.
95

1.
49

0.
92
▲
0.
71
▲
0.
09

0.
07

0.
02

3.
31

0.
59
▲
8.
61
▲
0.
16
▲
11
.2
1
▲
0.
42

4.
49

11
.4
1

7.
34

4.
57

2.
85

20
07

5.
98

1.
42

1.
34

2.
08

1.
23

2.
09

0.
25

0.
55

0.
12

1.
36

0.
24

1.
57

0.
02
▲
4.
46
▲
0.
14

4.
65

9.
55

6.
49

2.
98

1.
85

20
08

0.
73
▲
2.
35
▲
2.
11
▲
0.
93
▲
0.
53

0.
83

0.
10
▲
12
.3
6
▲
2.
61
▲
15
.5
8
▲
2.
62
▲
1.
98
▲
0.
03

1.
18

0.
03

2.
84

0.
87

0.
61
▲
3.
71
▲
2.
23

20
09

▲
1.
93
▲
3.
64
▲
3.
17

1.
08

0.
61

3.
88

0.
45
▲
11
.0
1
▲
2.
03
▲
17
.9
1
▲
2.
52

2.
71

0.
04

16
.0
1

0.
46

1.
25
▲
8.
71
▲
6.
13
▲
12
.8
3
▲
7.
38

20
10

10
.8
8

9.
91

8.
48

3.
65

2.
11

1.
76

0.
22

23
.4
4

3.
92

32
.5
1

3.
83

9.
10

0.
14
▲
1.
71
▲
0.
06

2.
40

25
.6
5
16
.8
1
28
.2
0
14
.4
0

Ⅰ
13
.5
9
14
.8
2
12
.7
8

3.
02

1.
91

2.
91

0.
34

28
.6
1

4.
33

42
.2
9

4.
71
▲
1.
68
▲
0.
02
▲
12
.5
2
▲
0.
36

0.
81

39
.1
1
22
.9
2
49
.3
2
22
.1
1

Ⅱ
12
.8
6
10
.3
4

8.
92

4.
32

2.
52

1.
33

0.
16

31
.9
8

5.
05

39
.2
2

4.
36

30
.9
1

0.
43

7.
93

0.
26

3.
94

32
.8
9
21
.4
2
34
.0
4
17
.4
9

Ⅲ
10
.6
9
10
.2
4

8.
77

4.
63

2.
63

0.
40

0.
05

24
.6
2

4.
32

35
.5
7

4.
52
▲
0.
46
▲
0.
01
▲
5.
65
▲
0.
20

1.
92

20
.4
5
13
.9
8
22
.3
1
12
.0
6

Ⅳ
7.
13

5.
10

4.
30

2.
68

1.
44

2.
48

0.
31

12
.3
4

2.
22

16
.7
8

2.
02

7.
19

0.
16

1.
10

0.
04

2.
83

15
.1
3
10
.4
2
14
.2
6

7.
59

20
11
(f
)

4.
18

1.
13

0.
96

3.
55

1.
92
▲
0.
36
▲
0.
04
▲
1.
72
▲
0.
32
▲
0.
52
▲
0.
07
▲
12
.7
5
▲
0.
19
▲
1.
72
▲
0.
05

3.
85

6.
18

4.
59

1.
24

0.
73

Ⅰ
(r
)

6.
16

2.
86

2.
49

4.
38

2.
50

0.
21

0.
02

8.
59

1.
47

11
.4
0

1.
59
▲
12
.0
1
▲
0.
12

0.
10

0.
00

3.
67

11
.1
8

8.
03

7.
40

4.
36

Ⅱ
(p
)

5.
02

2.
61

2.
20

3.
12

1.
69

0.
40

0.
04

1.
60

0.
30

5.
66

0.
78
▲
17
.8
0
▲
0.
29
▲
6.
09
▲
0.
19

2.
82

4.
39

3.
37

0.
90

0.
55

Ⅲ
(f
)

3.
48
▲
0.
93
▲
0.
79

3.
09

1.
66

0.
93

0.
10
▲
7.
37
▲
1.
45
▲
9.
91
▲
1.
54
▲
4.
51
▲
0.
06

4.
86

0.
14

4.
27

4.
04

3.
01
▲
2.
12
▲
1.
27

Ⅳ
(f
)

4.
71

0.
18

0.
15

3.
61

1.
86
▲
2.
57
▲
0.
31
▲
7.
16
▲
1.
35
▲
6.
76
▲
0.
89
▲
14
.0
3
▲
0.
31
▲
4.
42
▲
0.
16

4.
56

5.
70

4.
22
▲
0.
59
▲
0.
34

20
12
(f
)

4.
58

2.
35

1.
92

3.
18

1.
70

0.
53

0.
06

1.
18

0.
21

3.
43

0.
46

5.
57

0.
07
▲
11
.5
5
▲
0.
32

2.
66

6.
64

4.
99

4.
09

2.
33

（
出
所
）
行
政
院
主
計
処

20
11
年
8
月
18
日
発
表



交流

― 31 ―

内
需
・
外
需
寄
与
度
（
対
前
期
比
、
年
率
換
算
）

（
単
位
：
％
）

GD
P

国
外
需
要

国
内
需
要

民
間
消
費

政
府
消
費

固
定
資
本
形
成

輸
出

輸
入

成
長
率

成
長
率

寄
与
度

成
長
率

寄
与
度

成
長
率

寄
与
度

成
長
率

寄
与
度

寄
与
度

成
長
率

寄
与
度

成
長
率

寄
与
度

20
08 Ⅰ

5.
55

9.
15

7.
92

0.
95

0.
54

▲
5.
84

▲
0.
70

45
.2
7

8.
07

▲
2.
37

7.
59

5.
40

13
.4
7

7.
77

Ⅱ
▲
0.
06
▲
12
.8
5
▲
11
.9
5
▲
3.
59

▲
2.
01

1.
78

0.
20
▲
38
.8
6
▲
10
.1
3

11
.8
9
▲
1.
06

▲
0.
77
▲
19
.3
8
▲
12
.6
5

Ⅲ
▲
13
.5
7
▲
11
.2
2
▲
9.
49

▲
8.
75

▲
4.
70

0.
24

0.
02
▲
23
.7
5
▲
4.
81

▲
4.
09

▲
3.
97

▲
2.
74

2.
50

1.
34

Ⅳ
▲
18
.7
8
▲
7.
99

▲
6.
56

0.
78

0.
40

7.
63

0.
80
▲
37
.7
1
▲
7.
76
▲
12
.2
2
▲
54
.9
2
▲
49
.3
4
▲
52
.0
4
▲
37
.1
3

20
09 Ⅰ

▲
4.
07
▲
16
.8
0
▲
15
.7
0

4.
19

2.
38

5.
21

0.
63
▲
71
.6
9
▲
18
.7
1

11
.6
4
▲
27
.1
2
▲
19
.0
6
▲
47
.5
4
▲
30
.7
0

Ⅱ
13
.4
7

15
.1
2

12
.8
7

1.
31

0.
82

1.
58

0.
21

12
0.
04

11
.8
4

0.
60

51
.8
3

27
.4
3

70
.1
4

26
.8
3

Ⅲ
11
.7
8

7.
45

6.
50

1.
86

1.
12

4.
21

0.
54

34
.0
4

4.
84

5.
28

45
.6
9

26
.3
0

47
.0
3

21
.0
2

Ⅳ
18
.3
8

21
.9
6

18
.4
7

13
.6
7

7.
91

3.
44

0.
44

73
.9
5

10
.1
2
▲
0.
09

30
.6
2

20
.1
1

40
.5
2

20
.1
9

20
10 Ⅰ

17
.7
8

21
.5
9

18
.2
8
▲
5.
18

▲
3.
17

1.
30

0.
16

17
1.
91

21
.2
9
▲
0.
50

27
.5
4

18
.6
8

36
.5
2

19
.1
8

Ⅱ
2.
36

▲
7.
67

▲
6.
89

8.
55

4.
46

▲
1.
15

▲
0.
13
▲
42
.2
4
▲
11
.2
2

9.
25

24
.8
1

16
.4
1

12
.8
5

7.
15

Ⅲ
3.
67

5.
01

4.
20

3.
77

2.
04

▲
2.
69

▲
0.
31

13
.6
0

2.
47

▲
0.
53

3.
60

2.
70

5.
49

3.
23

Ⅳ
1.
18

0.
18

0.
16

3.
33

1.
79

12
.4
3

1.
32
▲
14
.4
3
▲
2.
95

1.
02

4.
71

3.
49

4.
19

2.
46

20
11 Ⅰ
(r
)

14
.5
7

11
.1
4

9.
49

2.
30

1.
31

▲
8.
59

▲
1.
06

56
.7
9

9.
25

5.
08

8.
93

6.
89

2.
90

1.
81

Ⅱ
(p
)

0.
91

▲
6.
48

▲
5.
57

4.
11

2.
15

0.
87

0.
09
▲
33
.6
9
▲
7.
81

6.
48

0.
84

0.
63

▲
9.
64

▲
5.
85

Ⅲ
(f
)
▲
0.
62

▲
5.
52

▲
4.
61

2.
92

1.
53

▲
0.
16

▲
0.
02
▲
30
.0
7
▲
6.
13

3.
99

4.
30

3.
15

▲
1.
47

▲
0.
84

Ⅳ
(f
)

6.
41

4.
85

3.
95

3.
55

1.
93

▲
0.
53

▲
0.
06

12
.9
2

2.
08

2.
47

8.
64

6.
48

7.
11

4.
01

（
出
所
）
行
政
院
主
計
処

20
11
年
8
月
18
日
発
表

（
注
）
▲
は
マ
イ
ナ
ス



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


